
特定子ども・子育て支援施設等一覧表（預かり保育事業）

番号 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 設置者名 一定の要件の適否※ 確認年月日

1 津市立津みどりの森こども園 514-0824 津市神戸３３２番地１ 059-226-0204 津市 否 令和元年９月３０日

2 津市立河芸こども園 510-0304 津市河芸町上野３１３０番地 059-245-1167 津市 否 令和４年３月３１日

3 津市立香良洲浜っ子幼児園 514-0315 津市香良洲町５７２２番地 059-292-2511 津市 否 令和元年９月３０日

4 津市立一志こども園 515-2504 津市一志町高野１４５１番地 059-293-0024 津市 否 令和元年９月３０日

5 津市立白山こども園 515-2611 津市白山町南出４９３番地 059-264-0080 津市 否 令和元年９月３０日

6 津市立芸濃こども園 514-2211 津市芸濃町椋本６１４８番地 059-265-2027 津市 否 令和２年３月３１日

7 藤認定こども園 514-2222 津市豊が丘二丁目５７番５号 059-230-1280 学校法人藤学園 適 令和元年９月３０日

8 認定こども園　杜の街ゆたか園 510-0318 津市河芸町杜の街一丁目１番地３ 059-244-1166 社会福祉法人豊津児童福祉会 適 令和元年９月３０日

9 認定こども園　みらいの森ゆたか園 510-0311 津市河芸町三行９８９番地 059-244-1515 社会福祉法人豊津児童福祉会 適 令和元年９月３０日

10 認定こども園　こどもの杜ゆたか園 514-0061 津市一身田上津部田１７１５番地１ 059-236-6100 社会福祉法人豊津児童福祉会 適 令和元年９月３０日

11 津カトリックこども園 514-0035 津市西丸之内１８番２１号 059-227-2512 社会福祉法人カトリック三重カリタス会 適 令和元年９月３０日

12 幼保連携型認定こども園ぼだいじこども園 514-0832 津市南中央１０番１８号 059-228-7473 社会福祉法人ぼだいじ福祉会 適 令和元年９月３０日

13 NOBENOこども園 514-1114 津市久居井戸山町８６０番地２ 059-269-5500 学校法人野辺野学園 適 令和元年９月３０日

14 認定子供園　清泉幼稚園 514-0034 津市南丸之内９番１２号 059-228-5341 学校法人山田学園 適 令和元年９月３０日

15 ルーテル二葉認定こども園 514-0822 津市南が丘一丁目１７番地 059-226-9945 学校法人近畿福音ルーテル学園 適 令和元年９月３０日

16 藤水認定こども園 514-0815 津市藤方１５３１番地 059-225-1501 社会福祉法人藤水福祉会 適 令和元年９月３０日

17 風の子認定こども園 514-0305 津市雲出島貫町１７３５番地５ 059-238-0355 社会福祉法人藤水福祉会 適 令和元年９月３０日

18 風の丘認定こども園 514-1138 津市戸木町４６０７番地 059-253-7708 社会福祉法人藤水福祉会 適 令和元年９月３０日

19 ゆたか認定こども園 510-0314 津市河芸町浜田９２３番地１ 059-245-1128 社会福祉法人豊津児童福祉会 適 令和元年９月３０日

20 幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園 514-1107 津市久居中町３３６番地４ 059-255-5100 社会福祉法人すぎのこ福祉会 適 令和元年９月３０日

21 津こども園 514-0055 津市南河路２４６番地 059-228-8897 学校法人名古屋文化学園 適 令和元年９月３０日

22 高田保育園 514-0114 津市一身田町280番地 059-232-2075 社会福祉法人高田福祉事業協会 適 令和４年３月３１日

23 ぼだいじIRORI園 514-1102 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地４ 059-253-2086 社会福祉法人ぼだいじ福祉会 適 令和４年３月３１日

24 ふたば幼稚園 514-0101 津市白塚町３６４７番地１ 059-232-3228 学校法人松ヶ谷学園 適 令和元年９月３０日

25 風の音認定こども園 514-0819 津市高茶屋四丁目３７番６０号 059-253-1305 社会福祉法人藤水福祉会 適 令和７年４月１日

26 のべの幼稚園 514-1121 津市久居二ノ町185 059-255-4316 学校法人野辺野学園 適 令和元年９月３０日

27 認定こども園　久居保育園 514-1131 津市久居西鷹跡町365-11 059-259-0234 社会福祉法人自由学苑福祉会 適 令和８年４月１日

※子ども・子育て支援法施行規則第２８条の１８第３項に規定されている、「教育・保育が提供される１日当たりの時間が８時間、かつ、一年あたりの期間が２００日」を満たしているか否か


